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問１ 自転車は軽車両の一部である。

問２ 「普通自転車」とは、歩道を通行できる自転車を規定するためにできた定義である。

問３ 三輪の自転車は「普通自転車」に含まれない。

問４ 電動アシスト自転車は「普通自転車」に含まれない。

問５ 道路標識・道路標示において「自転車」という文字は「普通自転車」を意味する。

問６ 普通自転車の車体の大きさは、長さ190cm、幅70cmを超えないこととされている。

問７ 小学生（６歳以上）の者が乗車している自転車は「普通自転車」である。

問８ 自転車は絶対に他の自転車と並進してはならない。

問９ 自転車は路側帯を通行してはならない。

問１０
自転車乗車中に14種類の危険な行為で取り締まられ、又は交通事故を3年以内に3
回以上繰り返して行った場合は、自転車運転者講習を受講しなければならない。

問１１
65歳以上の高齢者と13歳未満の児童・幼児は、「自転車通行可」の標識がなくても、
普通自転車で歩道を通行できる。

問１２ TSマークは、普通自転車の基準に適合することを確認した自転車に貼る。

問１３ 踏切では、自転車を押して歩かなければならない。

問１４ 自転車には警音器を取り付ける義務はない。

問１５
歩道で普通自転車どうしが行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩
行者に十分注意して、対向する自転車を左に見ながらよける。

問１６
自転車専用通行帯（自転車レーン）は、
右の道路上の矢羽マーク又は道路標識の
いずれかで示される。

問１７
右の標識は自転車道を示し、一方通行規制のない限り
普通自転車の双方向通行が認められている。

問１８
右の標識は自転車横断帯を示し、普通自転車は交差点を通行する
場合、これを進行しなければならない。

問１９
自転車のブレーキは10km/hで走行時に5m以内の距離で停止できる性能を備えてい
なければならない。

問２０
自転車は軽車両なので、歩道を通行している場合でも歩行者用信号機ではなく、車両
用信号機に従う。
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